
面会等の制限等について  
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社会的養護の現状について  

資料：福祉行政報告例［平成18年度末現在］  

乳児院   児童養護施設   情緒障害児  児童自立支援   自立揺肋  

短期治療施設  施設  ホ⊥ム   

乳児（保健上、安定し  保護者のない児童、虐  軽度の情緒障害を有  不良行為をなし、又   義務教育を終了した  

た生活環境の確保そ  待されている児童その  する児童   はなすおそれのある  児童であって、児童  対象児童  
の他の理由により特   他環境上養護を要す  児童及び家庭環境そ  養護施設等を退所し  

に必要のある場合に   る児童（安定した生活  の他の環境上の理由  た児童等  

は、幼児を含む。）   環境の確保その他の  により生活指導等を  

理由により特に必要の  要する児童   

ある場合には、乳児を  

含む。）  

施設数   120か所   559か所   31か所   58か所   46か所   

（公立・私立）   
（15か所・105か所）   （53か所・ （12か所・19か所）   （56か所・2か所）   

児童定見   3，707人   33，561人   1，486人   4，101人   336人  

児童現員   3，143人   30，764人   1，131人   1，836人   236人   

資料：社会福祉施設等調査報告［平成18年10月1日現在】  

自立援助ホームは連絡協議会調［平成19年12月1日現在］  

（12月1日現在協議会に加入しているホームについて）  小規模グループケア   322カ所   

地域小規模児童♯ま施倭   118カ所  

資料：小規模グループケア、地域小規模児童養護施設は家庭福祉課調［平成18年度］  
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社会的養護専門委貴会報告書（ポイント）  

社会的養護を必要とする子どもの増加、虐待等子どもの抱える背景の多様化・複雑化  

に応じた  

（1）家庭的養護の拡充   

① 里親制度の拡充  

○ 里親委託を促進するための制度的な枠組みを整備  

・「養育里親」と「養子縁組里親」の区別  

・里親認定登録制度の見直し、里親研修の義務化等  

・里親手当について里親による養育を社会的に評価する額への引上げ  

○ 里親支援の強化及び里親支援機関の創設   

②小規模グループ形態の住居における新たな養育制度の創設  

○ 小規模グループ形態の住居における養育を里親、施設と並ぶ子どもの養育の委託先として位置付け  

・同事業を社会福祉事業とし、一定の要件を課す   

③施設におけるケア単位の小規模化等家庭的養護の推進  
○（2）の検討と併せて検討  

（2）施設機能の見直し   

○ 子どもの状態や年齢に応じた適切なケアを実施できるよう現行の施設類型のあり方を見直しするとともに人員配置基   

準や措置真の算定基準の見直し等を含めてケアの改善に向けた方策を検討。  

このような見直しを具体的に進めるためには必要な財源の確保が不可欠であるとともに、現在施設内で行われている   

ケアの現状を詳細に調査・分析することが必要。   

○ 上記と並行して施設における専門機能の強化や自立支援策の強化を実施  

ネットワー  立  

（1）児童相談所のアセスメント機能の強化   

○ 児童相談所等の体制強化、一時保護から措置解除までの各段階における必要な事項の標準化の実施  

（2）家庭支援機能の強化   

○ 児童家庭支援センターにおける施設附置要件の見直し、生後4か月までの全戸訪問事業や育児支援家庭   

訪問事業の推進、要保護児童対策地域協議会の調整機関への一定の専門性を有する者の配置など  
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助ホームの  

○ 年長児童の自立支援のための取組の拡充   
・自立生活援助事業（自立援助ホーム）の見直しによる自立支援の強化・充実   

・施設を退所した子ども等に対する相談等を行う拠点事業の創設  

のための  

○ 職員及びその専門性を確保するため以下の施策の検討   

（1）施設長・施設職員の要件の明確化   

（2）基幹的職員（スーパー／くイザー）の配置、養成のあり方  
・自立支援計画等の作成t進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員の配置を義務付け等   

（3）国及び都道府県の研修体制の拡充  
・都道府県が人材育成を計画的に進めるための仕組みの導入  

■ 国による人材育成に関する指針の作成、研修体制の拡充等  

された子ど  化とケアの  のための  

○ 施設内虐待の防止等子どもの権利擁護の強化に関する以下の施策の検討   

（1）措置された子どもの権利擁護を図るための体制整備  
・都道府県児童福祉審議会の調査審議事項として措置された子どもの権利擁護に関する事項の明確化等   

（2）監査体制の強化等ケアの質の向上のための取組の拡充   

（3）施設内虐待等に対する対応  

■ 施設内虐待が起こった場合に外部へ知らせる仕組み（子どもの届出、職員の通告義務）  

・通告した職員等の保護（届出をした子ども■通告した職員に関する都道府県等の秘密保持、不利益取扱いの禁止）  

・届出、通告があった場合の都道府県が講じるべき措置の明確化（子どもの保護、施設等に対する立入調査、質問、勧告、指導、業務  

停止等の処分等）  

・施設内虐待に関する検証・調査研究、公表  

○要保護児童に対し適切な支援を行い得るような社会的養護の提供量を確保するという観点から、都道府県において計画   
的にその整備を行う仕組みの構築の検討  
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児童福祉法等の一部を改正する法律案の主な内容  
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鮎里親制度の改正（平成21年1月施行）  

○ 養子縁組を前提とした里親と養育里親を区別し、養育里親の要件について一定の研修を修めることとする等里親制度を見直  
す。   

○ 都道府県の業務として、里親に対する相談等の支援を行うことを明確化し、当該業務を一定の要件を満たすものに委託でき  
ることとする。   

㈹月施行）   
○ 要保護児童の委託先として、養育者の住居で要保護児童を養育する事業（ファミリーホーム）を創設し、養育者の要件等事  

業に関する要件を定めるほか、都道府県の監督等必要な規定を設ける。   （3）欄  
○ 要保護児童対策地域協議会の協議対象を、養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するほか、   
要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す。   

甘 児旦旦 L年長＿重＿支援羞辺見直L＿（平成≧ユ室生月施往ユ   

○ 児童自立生活援助事業について、対象者の利用の申込みに応じて提供することとするとともに、義務教育終了後の児童のほ  
か、20歳未満の者を支援の対象として追加する等の見直しを行う。   

く5）施設内虐 待の防止（平成21年4月施行）   

○ 児童養護施設等における虐待を発見した者の通告義務、通告があった場合の都道府県や都道府県児童福祉審議会等が講  
ずべき措置等施設内虐待の防止のための規定を設ける。  

仙■山 

～〆い仙■■■ル 

ヘへぃ㍉小ぺ 

㌦‥■什ル■■仙  

牒月）施行）  
談所における保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者にも委託できることとする。  
庭支援センターについて、児童福祉施設への附置要件の廃止等を行う。  
県における里親や児童養護施設等の提供体制の計画的な整備について、必要な措置を講じる。  
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3 次世代育成支援対策推進法の一部改正①（地域における取組の促進）  

（1）国による参酌標準の提示（公布から起算して6月以内に施彿  

○ 国は、市町村行動計画において、保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業等に関する事項（量）を定めるに際して参考  
とすべき標準（参酌標準）を定めるものとする。  

2）地域行動計画の策定等に対する労使の参画（公布から起算して6月以内施彿  
○ 市町村及び都道府県は、行動計画を策定・変更しようとするときは、住民の意見を反映させるほか、労使を参画させるよう努め   

るものとする。  

3）地域行動 計画の定期的な評価・見直し（平成22年4月施彿  

○ 市町村及び都道府県は、定期的に行動計画l羊基づく措置の実施状況等を評価し、計画の変更等の措置を講ずるよう努めるも   

のとする。  

4 次世代育成支援対策推進法の一部改正②（一般事業主による取組の促進）  

1）・一般事業 画の策定・届出義務の対象の拡大（平成23年4月施鞘  

○ 中小事業主のうち一定規模以上（100人超）の事業主について、行動計画を策定一届け出なければならないものとする。  

Z）・一般事業 主行動計画の公表・周知（平成21年4月施鞘  

○ 行動計画の策定・届出義務のある事業主について、行動計画の公表及び従業員への周知を義務づけるとともに、   

行動計画の策定・届出が努力義務の事業主についても、同様の努力義務を設ける。  
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子育て支援事業の定義規定のイメージ  
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子育て支援事業の事業開始・指導監督 の仕組みのイメージ  

※ このほか、第2種社会福祉事業として位置  訪
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事業・養育支援家訪問事業・地域子育て支援  

拠点事業・一時預かり事業）については、①寄付金の募集に際しての許可制度、②サービス利用者に対する情報提供努力  

義務、③利用申込み時の契約内容等の説明の努力義務、④自己評価等の質の向上の努力義務、⑤誇大広告の禁止等の  

社会福祉法の規定のほか、⑥消費税等の非課税措置の対象となる。  
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ロ まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほしい  

□ もし、子育てに悩んでいる人がいたら、ひとりで抱え込まずに相談してほしい  
□ もし、虐待で苦しんでいる子どもたちがいたら、がまんしないで打ち明けてほしい  
口 自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったときは、躊躇なく通報してほしい  
□ 虐待を受けた子どもたちの自立に向けた支援の輪に加わってほしい（寄付でも、ボランティア   

でも）  

ロ もし、可能なら、虐待を受けた子どもたちのための親代わり（里親）になってみてほしい  
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